
(57)【要約】
【課題】  通信線の地気障害、混触障害または通信線の
片方に断線障害が存在する場合においても、遠隔制御に
より保守分界点で宅内装置の切離しができ、通信線障害
の位置測定をできるようにする通信線切分け器を実現す
る。
【解決手段】  通信線と接地線間に特定の信号を印加し
て宅内装置の切離しを行う。この時遠隔測定による故障
位置等の測定を可能とするために、通信線と接地線間、
または通信線間に測定信号の導通経路を形成する。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  通信線が接続される一対の線路端子と、
宅内装置が接続される一対の宅内端子と、アースに接続
される接地端子と、一方の線路端子と接地端子との間に
測定信号の導通経路を形成する第１導通手段と、一対の
線路端子間に測定信号の導通経路を形成する第２導通手
段とを有し、前記線路端子から前記宅内端子、前記第１
導通手段または前記第２導通手段の何れか一つへ切替え
接続するスイッチ回路とを具備してなる通信線切分け器
であって、
通信線とアースとの間に印加される第１のスイッチ制御
信号又は第２のスイッチ制御信号によりそれぞれ前記第
１導通手段または前記第２導通手段を選択するように前
記スイッチ回路を動作させる切替制御回路を有し、
前記線路端子と前記宅内端子とが接続される通常状態
と、第１導通手段が選択される第１切分け状態と、第２
導通手段が選択される第２切分け状態とを切替えできる
ことを特徴とする通信線切分け器。
【請求項２】  前記切替制御回路は、第１切替制御回路
及び第２切替制御回路よりなり、それぞれ第１切分け状
態および第２切分け状態に切替制御することを特徴とす
る請求項第１記載の通信線切分け器。
【請求項３】  前記第２切替制御回路は、スイッチ回路
が第２切分け状態に切替えした直後に該スイッチ回路が
切り戻しされない不感時間を設ける回路を備えてなるこ
とを特徴とする請求項２記載の通信線切分け器。
【請求項４】  前記スイッチ回路は、２回路２接点リレ
ーの直列接続、または２回路３接点リレーよりなること
を特徴とする請求項１記載の通信線切分け器。
【請求項５】  前記第１のスイッチ制御信号及び前記第
２のスイッチ制御信号は、極性の異なる電圧により区別
される信号であるか、または信号印加回数・状態・時間
により区別される信号であることを特徴とする請求項１
記載の通信線切分け器。
【請求項６】  前記第１切分け状態または前記第２切分
け状態から通常状態にスイッチ回路を復帰させる復帰制
御回路を有することを特徴とする請求項１記載の通信線
切分け器。
【請求項７】  前記復帰制御回路は、通信線間に通常動
作電圧が印加された場合に動作することを特徴とする請
求項６記載の通信線切分け器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は電話線その他通信線
または宅内装置に異常が生じた場合に、その異常原因を
調査するため等の保守作業時に利用されるものである。
本発明の通信線切分け器は、通信線と宅内装置との接続
点（保守分界点）に常時設置され、異常障害発生時に電
話交換機の設置場所から遠隔制御により切分け試験を行
う際に利用されるものである。

【０００２】
【従来の技術】通信線の宅内引き込み点には、避雷管や
ヒューズなどが実装された保安器が一般に設けられてい
るが、通信線に異常が発見されると、通信線側と宅内側
のいずれの側にその原因があるかを知る事は重要であ
る。かつては通信業者の作業者が出動して、異常のある
通信線の保安器に測定器等を接続して、通信線側に異常
があるか否かを確認する方法をとっていたが、この方法
では宅内側に異常があった場合にも作業者が出動する為
の作業工数を要することになることから、近年遠隔制御
により保守分界点で通信線を切分ける技術が使用されて
いる。
【０００３】図３は、交換機１１から宅内装置１４への
接続形態および通信線１２において発生する障害を示す
図である。通信回線は、交換機１１より主配線盤１７を
介して通信線１２（Ｌ１、Ｌ２）に接続され、さらに各
加入者宅の保守分界点１０を介して宅内装置１４に接続
されている。一方、通信線１２で発生する障害として
は、通信線の断線障害１５ａ、一対の通信線の線間絶縁
障害（混触障害）１５ｂ、通信線とアース間の地気障害
１５ｃがある。これらの線路障害または宅内装置１４の
障害が発生した場合に対応するため、通信線切分け器１
３が通信線１２と宅内装置１４との間に設けられてい
る。
【０００４】この通信線切分け器１３は、障害発生時に
主配線盤１７の接続を試験装置１８に切替え、遠隔制御
により宅内装置１４の切離しを行い、試験装置１８によ
り通信線の障害の有無および障害の種類・位置を測定し
ていた。
【０００５】図４に、従来そのために用いられていた通
信線切分け器の構成例を示し説明する。
【０００６】この従来技術では、通信線Ｌ１、Ｌ２間に
通常時の通信線間の電圧とは逆極性の高電圧を印加する
と、定電圧ダイオードＺＤ１が導通し、端子Ｌ１、Ｒ
１、Ｄ１、ＺＤ１、ＳＣＲ１－Ｇ、ＳＣＲ１－Ｋ、端子
Ｌ２の経路でサイリスタＳＣＲ１のゲート電流が流れＳ
ＣＲ１が導通状態となり、リレーＲＬ１が動作する。図
中、ＲＬ１－１ａ等の記号は、ＲＬ１の第１回路の接点
であることを示し、末尾のａは通常時閉回路接点、ｂは
動作時閉回路接点、ｃは共通端子であることを示してい
る。ここで該リレーが動作すると、通常時閉回路接点が
開くことにより端子Ｔ１、Ｔ２に接続される宅内装置が
切り離され、Ｌ１、ＲＬ１－１ｃ、ＲＬ１－１ｂ、Ｒ
２、Ｌ２の経路で信号の導通経路が確立される。ＳＣＲ
１はＳＣＲ１に流れる電流が最低動作保持電流を越えて
いる間、動作状態を保持している。この保持電流が該リ
レーを動作状態に保持できる値であれば接点は切分け状
態を維持する。接点を切り戻すには、ＳＣＲ１を非動作
状態に戻せば良いので、ＳＣＲ１に流している保持電流
を無くすか、もしくは通常時の電圧を印加するなどし
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て、切分け時と逆極性の電圧を印加する。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】この従来回路では、遠
隔制御により保守分界点で切分けを行い遠隔測定を実施
出来る優れた回路であるが、通信線間の信号を切分け制
御に使用しているために、通信線路間の絶縁障害（混触
障害）がある場合や、通信線の片方でも断線している場
合には宅内装置の切離しを行う事が出来ない、切分け制
御信号が宅内装置に悪影響を及ぼす可能性があるという
問題と、従来回路ではスイッチ回路を切分け状態に維持
する為の保持電流が必要であるが、該保持電流の導通経
路を利用して絶縁障害位置の測定に適応しようとした場
合には、混触障害時には適応出来ない、通信線とアース
間の絶縁障害（地気障害）の測定に於いても該導通経路
にダイオードなどの非線形素子を含む為に十分な精度を
得ることができない、軽度の地気障害の場合には測定時
に十分な保持電流を維持するのが困難であるために適応
できないといった問題があった。
【０００８】本発明は地気障害または混触障害が存在す
る場合及び、通信線の片方に断線障害が存在する場合に
おいても、遠隔制御により保守分界点で宅内装置の切離
しができる切分け器を実現することと、地気障害または
混触障害が存在する場合において、宅内装置の切分けと
共に該障害位置の測定に適応する測定信号の導通経路を
形成できる切分け器を実現すること目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】通信線間に短絡などの絶
縁障害がある場合には、通信線間の信号を切離し制御に
利用する事が出来ない。これを解決する為に通信線と接
地線間の信号を宅内装置の切離しに利用する。この場合
に於いて宅内装置を切離すと共に遠隔測定による故障位
置の測定を可能とするために、通信線の片方と接地線間
に測定信号の導通経路を形成する。
【００１０】通信線の片方とアース間の絶縁障害時には
接地線と絶縁障害が生じている通信線を切離し制御に利
用することできない。これを解決するために通信線の障
害が生じていない、あるいは障害の程度が軽微な方の通
信線と接地線間の信号を宅内装置の切離しに利用する。
この場合に於いて宅内装置を切離すと共に遠隔測定によ
る故障位置の測定を可能とするために、通信線間に測定
信号の導通経路を形成する。
【００１１】遠隔測定により精度良く絶縁障害の位置を
知ることができるようにするために、上記の測定信号の
導通経路にダイオードなどの非線形素子を含まないよう
にする。
【００１２】スイッチ回路を動作させておくための保持
電流を不要とするために自己保持型リレーを利用する。
【００１３】通信線が復旧された場合に宅内装置の切離
し状態から通信可能状態に切戻す為に通信線間の電圧を
使用する。

【００１４】通信線の片方とアース間に絶縁障害が生じ
ている場合に於いて、通信線と接地線間の切離し信号に
よりスイッチが切離された直後に、その切離し信号が切
戻しのための通信線間の電圧と区別できなくなるのを防
ぐため、切離しの制御をパルス電流で行い、その直後に
切戻しをしない不感時間を設ける回路を備える。
【００１５】
【実施例】図１は本発明実施例の構成を示す図である。
図１を参照して本発明を詳細に説明する。
【００１６】同図において、Ｌ１、Ｌ２は各々通信回線
が接続される第１、第２の線路端子、Ｔ１、Ｔ２は各々
宅内装置が接続される第１、第２の宅内端子、Ｅはアー
スに接続される接地端子である。ＲＬ１、ＲＬ２は公知
の自己保持型リレーであり、図中、ＲＬ１－１ａ等の記
号は、リレーＲＬ１の第１スイッチの接点であることを
示し末尾のａは、通常時閉回路接点、ｂは動作時閉回路
接点、ｃは共通端子であることを示している。図での回
路状態は通常使用状態、すなわち切分け状態から復帰し
た復帰状態を示している。Ｒ１、Ｒ２は第１導通手段３
および第２導通手段６であり、切分け時に測定信号の導
通経路となる素子である。
【００１７】リレーＲＬ１を動作するには、図示してい
ない制御信号発生器により、接地端子Ｅに対して負極性
の第１のスイッチ制御信号を線路端子Ｌ１に印加する。
接地端子Ｅと線路端子Ｌ１との間にはリレーＲＬ１と第
１切替制御回路１との直列回路が接続されており、この
第１切替制御回路１はあるしきい値以下の電圧で導通と
なる回路である。
【００１８】すなわち第１のスイッチ制御信号として、
あるしきい値（例えば－６５Ｖ）以下の電圧、例えば－
８０Ｖのパルスを印加すると第１切替制御回路１は導通
状態となり、ＲＬ１に正極性の電流を流すことによりＲ
Ｌ１を動作状態に設定する。これによりＲＬ１のスイッ
チＲＬ１－１およびＲＬ１－２は接点ｂ側に接続され
る。
【００１９】リレーＲＬ１は自己保持機能を有してお
り、制御信号が停止された後も動作状態を維持する。こ
のとき通信線路端子Ｌ１、Ｌ２とこれに対応する宅内端
子Ｔ１、Ｔ２間は開路状態となり、即ち第１切分け状態
が実現される。同時に通信線の片方Ｌ１と接地端子Ｅ間
は第１導通手段３を介して接続され、測定信号の第１導
通経路が確立される。
【００２０】リレーＲＬ１を復帰するには、図示してい
ない通信線路電圧発生器より通信線路を介して通信線路
端子Ｌ１、Ｌ２間に通信線路の通常動作電圧を印加す
る。第１復帰制御回路２は該印加された電圧（線路端子
Ｌ２に対する線路端子Ｌ１の電圧）が通信に使用される
通常動作電圧、例えば４８Ｖか、これより高い電圧であ
れば第１復帰制御回路２を導通状態とし、ＲＬ１に逆極
性の電流を流すことによりＲＬ１を復帰状態に設定す
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る。これにより、通信線路端子Ｌ１、Ｌ２とこれに対応
する宅内端子Ｔ１、Ｔ２間は接続状態となる。
【００２１】リレーＲＬ２を動作するには、図示してい
ない制御信号発生器により、接地端子Ｅに対して正極性
の第２のスイッチ制御信号を線路端子Ｌ１またはＬ２に
印加する。すなわち第２のスイッチ制御信号として、あ
るしきい値以上の電圧、例えば＋８０Ｖのパルスを印加
すると第２切替制御回路４は導通状態となり、ＲＬ２に
正極性の電流を流すことによりＲＬ２を動作状態に設定
する。これによりＲＬ２のスイッチＲＬ２－１およびＲ
Ｌ２－２は接点ｂ側に接続される。リレーＲＬ２は自己
保持機能を有しており、制御信号が停止された後も動作
状態を維持する。このとき通信線路端子Ｌ１、Ｌ２とこ
れに対応する宅内端子Ｔ１、Ｔ２間は開路状態となり、
即ち第２切分け状態が実現される。同時に通信線間には
第２導通手段６が接続され、測定信号の第２導通経路が
確立される。
【００２２】ＲＬ２を復帰するにはＲＬ１の復帰と同様
に、図示していない線路電圧発生器より通信線路を介し
て通信線路端子Ｌ１、Ｌ２間に通信線路の通常動作電圧
を印加する。第２復帰制御回路５は該印加された電圧が
通信に使用される通常動作電圧、例えば４８Ｖか、これ
より高い電圧であれば第２復帰制御回路５を導通状態と
し、ＲＬ２に逆極性の電流を流すことによりＲＬ２を復
帰状態に設定する。
【００２３】復帰抑制回路７は、通信線の片方とアース
間に絶縁障害が生じている場合にＲＬ２の切替制御信号
（第２のスイッチ制御信号）と復帰制御信号の区別がで
きなくなるのを防ぐ為に、第２切替制御回路４が動作し
た場合に第２復帰制御回路に対し一定の時間復帰動作を
行わないように制御する。
【００２４】具体的な実現回路例を図２に示し概略動作
を説明する。
【００２５】第１切替制御回路１は、定電圧ダイオード
ＺＤ１、ダイオードＤ１、保護抵抗Ｒ３で構成され、Ｌ
１、Ｅ間にＺＤ１の逆方向降伏電圧を越える第１のスイ
ッチ制御信号が印加された場合にＤ１、ＺＤ１は導通状
態となりリレーＲＬ１に正極性の電流を流す事によりＲ
Ｌ１を動作状態に設定する。
【００２６】第１復帰制御回路２は、ダイオードＤ２と
過電流保護のための公知の定電流素子Ｊ１により構成さ
れ、Ｌ１、Ｌ２間に通信線路電圧が印加された場合にＤ
２は導通状態となりリレーＲＬ１に逆極性の電流を流す
事によりＲＬ１を復帰状態に設定する。
【００２７】第１導通手段３は、抵抗Ｒ１で実現され、
ＲＬ１が動作状態に設定された場合に測定信号の第１導
通経路となる。
【００２８】第２切替制御回路４はダイオードＤ３、Ｄ
４、Ｄ５と定電圧ダイオードＺＤ２と保護抵抗Ｒ４で構
成され、Ｌ１またはＬ２とＥ間に、ＺＤ２の逆方向降伏

電圧を越える第２のスイッチ制御信号が印加された場合
にＤ３またはＤ４とＤ５、ＺＤ２は導通状態となり、リ
レーＲＬ２に正極性の電流を流す事によりＲＬ２を動作
状態に設定する。
【００２９】通信線の片側に地気障害１５ｃがある場合
には、障害の発生していない方に第２のスイッチ制御信
号を印加する。この場合、該信号は地気障害側のダイオ
ードＤ３またはＤ４の逆方向電圧になるため地気障害１
５ｃの影響を受けずに動作できる。
【００３０】通信線の片側に断線障害１５ａがある場合
でも、スイッチ制御信号はダイオードＤ３またはＤ４を
経由して流れるために単一の断線障害がある場合でも動
作できる。
【００３１】第２復帰制御回路５は、ダイオードＤ８、
Ｄ９と電界効果型トランジスタＪ２、Ｒ５で構成され
る。Ｊ２、Ｒ５は復帰抑制回路の一部としても機能して
いるが、コンデンサＣ１に電荷が蓄積されていない定常
状態ではＪ１と同様な定電流素子として機能する。Ｌ
１、Ｌ２間に通信線路電圧が印加された場合にはＤ８、
Ｄ９は導通状態となりリレーＲＬ２に逆極性の電流を流
す事によりＲＬ２を復帰状態に設定する。
【００３２】復帰抑制回路７はコンデンサＣ１とダイオ
ードＤ６、Ｄ７、及び復帰制御回路５の一部を構成する
Ｊ２、Ｒ５から構成される。第２のスイッチ制御信号が
印加された場合に、リレーＲＬ２の両端にあらわれる電
圧がＤ６を通じＣ１に蓄積される。該第２のスイッチ制
御信号が取り除かれた後は、Ｊ２のゲートにはＤ７を通
してＣ１に蓄積された電圧がかかるためＪ２は電流が流
れないピンチオフ状態になり第２復帰制御回路５が動作
しない状態になる。Ｃ１に蓄積された電圧はＲ５、Ｄ
７、Ｃ１、ＲＬ２の経路で徐々に放電され、ある一定時
間の後に再び第２切替制御回路５が動作可能な状態に戻
る。
【００３３】第２導通手段６は、抵抗Ｒ２で実現され、
ＲＬ２が動作状態に設定された場合に測定信号の第２導
通経路となる。
【００３４】上述した実施例では２個の２回路２接点の
自己保持型リレーを直列接続して切替のためのスイッチ
回路を構成しているが、この他にスイッチ回路としては
２回路３接点の回路構成となる自己保持型リレー、例え
ばロータリーリレー等が適用され得る。この場合はスイ
ッチ制御信号は各スイッチの特性に対応した制御信号
（極性、印加回数、状態、時間等の組み合わせ）が選択
されることになる。
【００３５】また、上述した実施例では第１、第２の導
通手段は抵抗を用いて実現していたが、測定信号の種類
により、他の回路素子例えばインダクタンス、コンデン
サ、またはこれらの組合わせを利用できる。
【００３６】
【発明の効果】本発明の通信線切分け器を用いることよ
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り、以下の障害原因の探索測定に対応が可能となる。混
触障害時には、第１切分け状態に切替えることにより宅
内側装置、通信回線の何れに障害があるかを識別でき、
通信回線に混触障害がある場合にはブリッジ測定等によ
る障害位置の遠隔測定が可能となる。  断線障害時に
は、第２切分け状態に切替えることにより宅内側装置、
通信回線の何れに障害があるかを識別でき、通信回線に
断線障害がある場合にはＬ１、Ｌ２のどちら、もしくは
両方が断線しているかを識別出来る。
【００３７】地気障害時には、第２切分け状態に切替え
ることにより宅内側装置、通信回線の何れに障害がある
かを識別でき、通信回線に単一の地気障害がある場合に
はブリッジ測定等による障害位置の遠隔測定が出来る。
【００３８】以上のように、より広い範囲の故障が存在
する場合においても宅内装置を切離す事ができ、確実に
故障種別の識別が行えるようになるばかりでなく、絶縁
障害時においては遠隔操作により障害位置の探索測定が
できるようになるため測定稼動を著しく低減することが
でき、通信回線に障害があった場合には速やかに復旧を

行う事ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例の構成図である。
【図２】本発明の実現回路例である。
【図３】通信線切分け機の使用形態と障害の説明図であ
る。
【図４】従来技術の説明図である。
【符号の説明】
１  第１切替制御回路
２  第１復帰制御回路
３  第１導通手段
４  第２切替制御回路
５  第２復帰制御回路
６  第２導通手段
７  復帰抑制回路
Ｅ  接地端子
Ｌ１，Ｌ２  線路端子
Ｔ１，Ｔ２  宅内端子

【図３】
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【図１】
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【図２】
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【図４】
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